


厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症について、そのまん延のおそれが高いと認めるときは、内閣
総理大臣に対し、当該新型インフルエンザ等の発生の状況、当該新型インフルエンザ等にかかった場合の
病状の程度その他の必要な情報の報告をしなければならない。（特措法第14条）

内閣総理大臣は、（当該報告に係る新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、季節性インフ
ルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認められる場合を除き、）閣
議にかけて、臨時に内閣に政府対策本部を設置するものとする（同第15条）

政府対策本部が設置されたときは、都道府県知事は、都道府県行動計画で定めるところにより、直ちに、
都道府県対策本部を設置しなければならない（同第22条）

特措法に基づく、都道府県対策本部について

○所掌事務（同第22条）
当該都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当

該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事務

○本部員（同第23条）
都道府県知事（対策本部長）、副知事、都道府県教育委員会の教育長、警視総監又は道府県警察本部長、

特別区の消防長、その他都道府県知事が当該都道府県の職員から任命する者

○都道府県対策本部長の権限（同第24条）

○医療等の実施の要請等（同第31条）

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく都道府県対策本部の設置等について

※市町村町には対策本部の設置義務は（現時点では）生じない
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（参考）新型インフルエンザ等対策特別措置法（抜粋） 
 

○改正後の法附則第一条の二第二項の規定による法第十四条の読替え 

（新型インフルエンザ等の発生等に関する報告） 

第十四条 厚生労働大臣は、感染症法第四十四条の二第一項又は第四十四条の六第一項の

規定により新型インフルエンザ等が発第四十四条の六第一項の規定により新型インフ

ルエンザ等が発生したと認めた旨を公表するとき（新型コロナウイルス感染症（病原体

がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和二年一月に、中華人民共和国から世

界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）

にあっては、そのまん延のおそれが高いと認めるとき）は、内閣総理大臣に対し、当該

新型インフルエンザ等の発生の状況、当該新型インフルエンザ等にかかった場合の病状

の程度その他の必要な情報の報告をしなければならない。 

 

○関係条文 

（政府対策本部の設置） 

第十五条 内閣総理大臣は、前条の報告があったときは、当該報告に係る新型インフルエ

ンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフル

エンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認められる

場合を除き、内閣法（昭和二十二年法律第五号）第十二条第四項の規定にかかわらず、

閣議にかけて、臨時に内閣に新型インフルエンザ等対策本部（以下「政府対策本部」と

いう。）を設置するものとする。 

２ 内閣総理大臣は、政府対策本部を置いたときは、当該政府対策本部の名称並びに設置

の場所及び期間を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。 

 

（政府対策本部の所掌事務） 

第十七条 政府対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が次条第一項に規定する基本的対処方

針に基づき実施する新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関すること。 

二 第二十条第一項及び第三十三条第一項の規定により政府対策本部長の権限に属する

事務 

三 前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務 

 

（政府対策本部長の権限） 

第二十条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため

必要があると認めるときは、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の長及び指定地方

行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び

当該指定地方行政機関の職員、都道府県の知事その他の執行機関（以下「都道府県知事

等」という。）並びに指定公共機関に対し、指定行政機関、都道府県及び指定公共機関

が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。 

２ 前項の場合において、当該都道府県知事等及び指定公共機関は、当該都道府県又は指

定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関して政府対策本部長が行う総合

調整に関し、政府対策本部長に対して意見を申し出ることができる。 

３ 政府対策本部長は、第一項の規定による権限の全部又は一部を政府対策副本部長に委

任することができる。 

４ 政府対策本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しな

ければならない。 
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（都道府県対策本部の設置及び所掌事務） 

第二十二条 第十五条第一項の規定により政府対策本部が設置されたときは、都道府県知

事は、都道府県行動計画で定めるところにより、直ちに、都道府県対策本部を設置しな

ければならない。 

２ 都道府県対策本部は、当該都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村並びに指定公

共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフルエン

ザ等対策の総合的な推進に関する事務をつかさどる。 

 

（都道府県対策本部の組織） 

第二十三条 都道府県対策本部の長は、都道府県対策本部長とし、都道府県知事をもって

充てる。 

２ 都道府県対策本部に本部員を置き、次に掲げる者（道府県知事が設置するものにあっ

ては、第四号に掲げる者を除く。）をもって充てる。 

一 副知事 

二 都道府県教育委員会の教育長 

三 警視総監又は道府県警察本部長 

四 特別区の消防長 

五 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから任命する者 

３ 都道府県対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、都道府県知事が指名する。 

４ 都道府県対策本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他当該都道府県の

職員以外の者を都道府県対策本部の会議に出席させることができる。 

 

（都道府県対策本部長の権限） 

第二十四条 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対

策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市

町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に

係る新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。 

２ 前項の場合において、関係市町村の長その他の執行機関（第三十三条第二項において

「関係市町村長等」という。）又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関は、当

該関係市町村又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する当該都道府

県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関して都道府県対策本部長が行う総合調

整に関し、当該都道府県対策本部長に対して意見を申し出ることができる。 

３ 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施

に関し、指定行政機関又は指定公共機関と緊密な連絡を図る必要があると認めるときは、

当該連絡を要する事項を所管する指定地方行政機関の長（当該指定地方行政機関がない

ときは、当該指定行政機関の長）又は当該指定公共機関に対し、その指名する職員を派

遣するよう求めることができる。 

４ 都道府県対策本部長は、特に必要があると認めるときは、政府対策本部長に対し、指

定行政機関及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整

を行うよう要請することができる。この場合において、政府対策本部長は、必要がある

と認めるときは、所要の総合調整を行わなければならない。 

５ 都道府県対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、政

府対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関

し必要な情報の提供を求めることができる。 
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６ 都道府県対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、当

該総合調整の関係機関に対し、それぞれ当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ

等対策の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。 

７ 都道府県対策本部長は、当該都道府県警察及び当該都道府県の教育委員会に対し、当

該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を実施するため必要な限度におい

て、必要な措置を講ずるよう求めることができる。 

８ 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確

かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行

政機関の長に対し、これらの所掌事務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必

要な要請をすることができる。 

９ 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確

かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その

区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることがで

きる。 

 

（都道府県対策本部の廃止） 

第二十五条 （略） 

 

（条例への委任） 

第二十六条 （略） 

 

（指定公共機関及び指定地方公共機関の応援の要求） 

第二十七条 （略） 

 

（特定接種） 

第二十八条 （略） 

 

（停留を行うための施設の使用） 

第二十九条 （略） 

 

（運航の制限の要請等） 

第三十条 （略） 

 

（医療等の実施の要請等） 

第三十一条 都道府県知事は、新型インフルエンザ等の患者又は新型インフルエンザ等に

かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者（以下「患者等」という。）に対する

医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める

医療関係者（以下「医療関係者」という。）に対し、その場所及び期間その他の必要な事

項を示して、当該患者等に対する医療を行うよう要請することができる。 

２ 厚生労働大臣及び都道府県知事は、特定接種を行うため必要があると認めるときは、

医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該特定接種の実

施に関し必要な協力の要請をすることができる。 
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３ 医療関係者が正当な理由がないのに前二項の規定による要請に応じないときは、厚生

労働大臣及び都道府県知事は、患者等に対する医療又は特定接種（以下この条及び第六

十二条第二項において「患者等に対する医療等」という。）を行うため特に必要がある

と認めるときに限り、当該医療関係者に対し、患者等に対する医療等を行うべきことを

指示することができる。この場合においては、前二項の事項を書面で示さなければなら

ない。 

４ 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前三項の規定により医療関係者に患者等に対する

医療等を行うことを要請し、又は患者等に対する医療等を行うべきことを指示するとき

は、当該医療関係者の生命及び健康の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必

要な措置を講じなければならない。 

５ 市町村長は、特定接種を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、

第二項又は第三項の規定による要請又は指示を行うよう求めることができる。 
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